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環境社会配慮ガイドライン改訂に向けた JICA方針（案）②
2021 年 3 月 4 日

諮問委員から提出された追加のご意見の概要を追記し、JICA 方針（案）の更新を行っています。追加のご意見と JICA 方針（案）の更新箇所は下線で示しています。

テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

テーマ⑤人権、ス
テークホルダー、
ジェンダー

5.1 人権にかかる配慮項目
とその範囲、配慮対象への
社会的弱者の追記の要否

（助言 1）国際的人権基準の尊重の理
念に基づき、難民、国内避難民、高齢
者、性的指向・性自認に基づく社会的
弱者等を JICA GL あるいは FAQ に追
加することが望ましい。また、これら
の社会的脆弱性の間の複合的・交差的
要因による脆弱性にも留意する必要が
ある。

140. 助言 1 を支持。なお世銀では、性的志向・性自認(SOGI: Sexual 
Orientation and Gender Identity)は、非差別と包摂性という文脈で、
性及びジェンダー別少数者(SGMs)を脆弱なグループとしている
（Good Practice Note (2019)）。（織田委員）

141. 人権の状況把握のため、JICA が協力事業の実施機関のみでな
く、「影響住民、学識経験者や人権 NGO への聞き取り」を通じて確
認を行なうことが重要である点を明記するべき。個別の協力事業に
関連して公権力による弾圧・人権侵害が起きている場合、実施機関
等への確認だけでは人権状況の把握として不十分。住民が事業に対
し自由に発言できるよう特別な配慮がなされていない場合がある。
（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

142. 政府実施機関等の聞き取りのみでは不十分で、より客観的な実
態把握が重要である。しかし、これまで、左記 GL2.5 の規定に基づ
き「被影響住民、学識経験者、人権 NGO への聞き取り」が必ずし
も行われているとは言えないケースが見られたことから、GL 運用
にあたり、この重要な視点が抜け落ちないよう、GL 本文にその旨を
明記することが必要であると考える。（田辺委員／木口委員）

143. 助言に異論ありません。（持田委員）

GL2.5 社会環境と人権への配慮２．の「社会的に弱
い立場にあるもの」の例示に、開発協力大綱で「脆
弱な立場に置かれやすい対象」として示された高齢
者、難民・国内避難民を追加する。【GL】
また、現行 FAQ にて GL に例示されていない対象
についても解説しており、そこに性的指向・性自認
により社会的弱者になりうる人を追加する。また、
複数の異なる側面での脆弱性を有する社会的弱者の
場合に特に留意が必要という旨を FAQ に記載する。
【FAQ】

（理由、考え方）
 GL は改訂後 10 年間の運用を想定し基本原則

を主に扱い、FAQ に GL の運用面での補完的な
説明を記載する。

 個別事業において、実施機関からの情報のみに
基づき環境社会配慮手続を進めるわけではな
く、「意味ある協議」を確保しつつ行われる現地
ステークホルダーとの協議を通じて、被影響住
民や現地 NGO の意見も聴きながら配慮を行っ
ている。

（助言 2）民間連携事業に対して、ビ
ジネスと人権に関する国連指導原則の
遵守や国別行動計画に即した実施がな
されるような仕組みを検討する必要が
あるとの意見があった。

144. 民間連携事業（中小企業支援事業も含む）の全てを対象とする
か、海外投融資とするか諮問委員会で協議頂きたい。（黒木委員）

145. 民間連携事業に対して、ビジネスと人権に関する国連指導原則
の遵守や国別行動計画に即して実施されるように求めることを基本
事項または民間連携事業に関する項目に含めることが求められる。
（村山委員）

146. 助言 2～6：上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えま
す。（持田委員）
※ 持田委員の「上述の視点」とは以下に示すとおり（事務局追記、

以下同）：

ビジネスと人権に関する国連指導原則に関する日
本政府の国別行動計画（NAP）に留意しながら対応
する。GL「序」・「理念」に、国際潮流（「ビジネス
と人権に関する国連指導原則」含む）を踏まえた日
本政府方針に沿って適切な環境社会配慮を行う旨
記載する。【GL】

（理由、考え方）
 国際潮流を踏まえた日本政府方針には、『ビジ

ネスと人権』の NAP も含まれている。
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

下記視点をバランス良く確保する環境社会ガイドライン改定案
を議論させて頂き度いと考えます。
1) JICA 各協力事業に参画する環境社会配慮ガイドラインのユ

ーザーとして、迅速性を失わず、活用利便性を維持し、開発
効果を最大化すること。

2) JICA 各協力事業の実施に際し、相手国に適切な環境社会配
慮を促すこと。

3) JICA 各協力事業の実施に際し、JICA による環境社会配慮支
援・確認の適切な実施を確保すること。

147. ビジネスと人権に関するに関する国連指導原則に関する日本政
府の国別行動計画（NAP）に関する扱いについては、FAQ に類する
カテゴリーで扱うことが望ましい。（村山委員）

5.2 ESS10 ステークホル
ダーエンゲージメント計
画の参照の要否

5.3 ステークホルダー分析
の実施

（助言 3）ステークホルダーエンゲー
ジメントには、ジェンダー別や社会的
脆弱性等の要素を考慮したステークホ
ルダー分析・特定や、双方向のコミュ
ニケーション方法の採用といった、意
味ある参加を担保するための方法論を
体系化して整理すべき。

148. ステークホルダー分析をジェンダー別に行うことを明記する必
要がある。なお、世銀 ESF では世帯単位ではなく世帯内の構成員別
の調査が重要であることに注意を喚起している(ESS5 p.56) 。今後
社会経済調査で留意されるべき視点である。（織田委員）

149. 意味ある参加に関する定義は JICA ガイドラインでは「双方向
のコミュニケーション」に加えて世銀 ESS10 ではより詳細なプロ
セスを示していることから(p.99)、ESS10 の記載事項を援用するこ
とが有用。（織田委員）

150. 電力マスタープランや地域の開発マスタープランなど、プロジ
ェクト対象国の政策に大きな影響を長期にわたって与える案件につ
いては、カテゴリ分類にかかわらず、また、当該国で戦略的環境ア
セスメント等で開催が義務付けられていない場合でも、幅広い現地
ステークホルダーとの協議を行い、その結果を反映させる。（木口委
員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

151. 例えばミャンマーの「電力開発計画プログラム形成準備調査」
（カテゴリーB）では、少なくとも幅広い市民社会が参加できる形で
の現地ステークホルダー協議は実施されていなかった。カテゴリー
B であっても現地ステークホルダー協議の開催を要件として頂きた
い。（田辺委員／木口委員）

152. 現地ステークホルダーとの「意味ある協議」について、「文化的
に適切かつ双方向のプロセス（操作、干渉、威圧、差別、脅迫のな
い状態下での協議）」である点を明記するべきである。また、社会的
合意の要件として挙げられている「地域住民等のステークホルダー

現地ステークホルダーの参加や協議の際に重要な
配慮項目を、ESS 10 を参考に GL の別紙に整理す
ることを検討する。その中に、現地ステークホルダ
ーとの意味ある協議の定義や留意点も含める。現地
ステークホルダーとの「意味ある協議」について、
ESS 10 を参考に見直しを検討する。【GL】
ステークホルダーエンゲージメントプラン（SEP）
に該当する独立した文書作成は行わないが、現行
GL で行っている EIA や RAP、先住民族計画（IPP）
における住民協議において SEP と同等の質の内容
を確保する。

（理由、考え方）
 現地ステークホルダーのエンゲージメントの

実施にあたり、ステークホルダー分析含め重要
な配慮項目を別紙に示すことを検討。実施方法
等の具体的な参考情報は、GL とは別に整理す
る。ジェンダー配慮は、社会的脆弱性への配慮
の一環として行う。

 「意味ある協議」について、世銀 ESS10 に沿
って「文化的に適切な言語と形式で、双方向の
プロセスであり、意識操作や干渉、強制、差別、
脅迫のないものとする」旨を追記する。
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

との十分な協議」について、「地域住民等のステークホルダーとの文
化的に適切かつ双方向（操作、干渉、威圧、差別、脅迫のない状態
下での）の協議）」とより具体的に明記し、要件とするべきである。
（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

153. ステークホルダーからプロジェクトの環境社会配慮に関する懸
念や要請等を書簡で受け取った場合、JICA による当該ステークホ
ルダーへの「適切かつ速やか」な回答を要件とするべきである。（木
口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

154. 適切／速やかに返答が行われていないケースが散見され、現行
の記載のままでも適切かつ速やかな対応が行われているとする根拠
は提示されていない。GL 運用にあたり、この重要な視点が抜け落ち
ないよう、GL 本文にその旨を明記することが必要であると考える。
（田辺委員／木口委員）

155. ステークホルダーコンサルテーションは、異議申し立てを回避
するための最も重要な手段であり、意味ある協議（meaningful 
consultation）が行われるよう最善の方策がとられるべき。現行の
JICA GL「2.4 現地ステークホルダーとの協議」は不十分。ステーク
ホルダーの特定方法を含め、より詳細にガイドライン本文に記載す
るとともに、別紙において意味ある協議方法の事例を示すことが望
まれる。（鈴木委員）

（助言 4）必ずしも世界銀行のステー
クホルダーエンゲージメントプラン
（SEP）と同様の文書作成を求める必
要はないが、ステークホルダーエンゲ
ージメントの実行における重要項目を
JICA GL の本文や FAQ に含めること
が考えられる。特に、JICA が協力準備
調査で案件形成の支援を行っていない
場合、及び、RAP に SEP の内容を含
めることで代用しようとする場合に
は、SEP と同等の内容を確保すること
が重要との意見もあった。

156. ステークホルダーの範囲はケースバイケースのため、RAP、
EIA、IPP 等でステークホルダーエンゲージメント（パブリックコン
サルテーション・情報公開を含む）の最低限求められる対象・項目
について GL または FAQ で例示頂きたい。（黒木委員）

157. 世銀のステークホルダーエンゲージメントプラン（SEP）と全
く同じである必要はないかもしれないが、同様な／類似の内容のプ
ランを作成することをカテゴリーA プロジェクトには義務付けるべ
き。（鈴木委員）

158. 世銀のステークホルダーエンゲージメントプラン（SEP）の扱
いについては、実質的に同等の内容を確保することとし、特に、JICA
が協力準備調査で案件形成の支援を行っていない場合や、RAP に
SEP の内容を含めることで代用しようとする場合には、ステークホ
ルダーの範囲や計画の内容を精査することが求められる。（村山委
員）

（助言 5）苦情処理メカニズムの対象 159. RAP と EIA で共通した組織とシステムを作って EIA や RAP ド 苦情処理メカニズムは、非自発的住民移転の影響住
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

は、非自発的住民移転対象の人々やコ
ミュニティに限るのではなく、環境影
響および移転以外の社会影響に関する
ステークホルダーも対象として JICA 
GL に定め、被影響住民を代表する者あ
るいは第三者が苦情処理に関与するこ
とが望ましい。

ラフト時にパブリックコンサルテーションで説明、DD 時、工事時
に説明することを検討すべき。実施機関内の GRM 事務局は共通さ
せると情報がまとまって良いが、GRM 下の委員会レベルとなると、
RAP（主要関係者：土地省・地方地自体・住民代表等）と EIA（主
要関係者：コントラクター・地方自治体・住民代表等）の苦情にか
かる関係者が異なるため、工夫していく必要がある。WB ESF では
労働者に対する GRM が求められているので併せて検討が必要。（黒
木委員）

民だけでなく、環境影響やその他の社会影響も対象
とすることを GL 別紙に記載する。【GL】
実施機関等に設置することを検討するが、非自発的
住民移転とその他の影響では関係者が異なること
に留意する。

（助言 6）ステークホルダーの区分に
ついては世界銀行 ESS10 と JICA GL
では同じことを違う切り分け方或いは
異なる表現で示している。ESS10 の区
分を参照し、必要に応じて JICA GL に
おけるステークホルダー区分の定義を
再検討すべき。その際は現行の JICA 
GL において現地ステークホルダーに
対し、より手厚いエンゲージメントを
求めていることにも注意すべき。

160. 世銀 ESS10 にあるステークホルダーにおける Other interested 
parties は、現行ガイドラインにおけるステークホルダーよりもやや
広い概念と思われることから、現行ガイドラインにおいてステーク
ホルダーを「現地ステークホルダーを含んだ、協力事業に知見もし
くは意見を有する個人や団体」から、事業に関心がある人々まで含
めるような表現を検討することが望ましい。（村山委員）

本 GL の位置づけは 1.4 基本方針にあるとおり、「相
手国等の開発目的に資するプロジェクトが、環境や
地域社会に受け入れることができないような影響
をもたらすことがないよう、相手国等による適切な
環境社会配慮の確保の支援と確認を行う」ためのも
のである。これに照らすと、現行 GL1.3 定義のとお
り現地ステークホルダーに対してより手厚いエン
ゲージメントを求めていることは自然であり、現行
GL の区分を維持する。【対応済（GL）】

（理由、考え方）
 世銀の ESS10 でも、情報提供や意見聴取の方

法について、被影響住民に対してより手厚い配
慮を行っている。

 「事業に関心がある人々」は「協力事業に意見
を有する個人や団体」に包含されるものと考え
る。

テーマ⑥労働、汚
染管理、コミュニ
ティ

6.1 世銀 ESS2 労務管理手
順、労働安全衛生対策の参
照の要否

（助言 1）労務管理や労働者の安全・
健康について、世界銀行 ESS2 に記載
されている項目を環境社会配慮の範疇
とし、JICA GL に記載する範囲と契約
等それ以外の方策で対応する範囲を整
理したうえで、ESS2 の趣旨を踏まえ
た検討をすべきとの意見があった。

161. 世銀 ESS２-para13 およびガイダンスノート GN13.4 では、労
働の場におけるハラスメントの防止対策とそれがジェンダーを軸に
起きやすいことに注意を喚起している。JICA では既に契約約款(GC)
において差別の禁止や平等な機会の提供などの対応が書かれている
とのことであるが、環境社会配慮の一環として労働管理手順または
それに類するものに、ジェンダーに基づくものを含むハラスメント
の防止を記載することは強いメッセージである。（織田委員）

162. EES2 でも児童労働や子どもの強制労働について言及されてお
り、子どもの危険労働とは、健康、安全の観点からだけでなく子ど
ものモラルを危うくするものと定義されている。そして、地下労働

労務管理や労働者の安全・健康、児童労働について
は、対象国法律や GL を含む現行の枠組みにおいて
既に対応していることから、現行 GL の記載を維持
する。追加的な対応については、その要否も含めて
別枠組みで検討する。【別枠組】
GL の枠外で対応しているものについては、FAQ 等
にその旨記載することを検討する。【FAQ】

（理由、考え方）
 現行 GL では配慮項目に「労働環境（労働安全
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

などと並んで性的虐待(sexual abuse)が例示されている(p.33 注)。改
正ガイドラインまたは FAQ でも子どもの権利侵害の例として示す
ことは可能ではないか。（織田委員）

163. 原則、対象国法律と一般条項 GC（FIDIC）（相手国とコントラ
クター契約）においてカバーされるものであり、特別追加的なもの
は必要ない。工事段階の労働問題は上記のとおり相手国法、一般条
項 GC で対応される事項であり、供用後の労働問題は実施機関が国
内法に基づいて対応すると理解。いずれも環境社会配慮審査後の対
応となるため、審査時に労働衛生について求める場合は、ごく一般
的な記載になるため、審査時何が確認できるのか議論が必要。 環境
社会配慮を超えて、コロナ感染問題や人権問題も踏まえて、今後、
労働者の権利や作業環境の改善が進む可能性があり、案件は少ない
が技プロや調査の実績もあるため、JICA としてきちんと方針を示す
べき。（黒木委員）

164. 工事中の安全配慮等について、記載・規定すべき場所を JICA 
GL か契約かの二者択一ではなく、JICA GL を基本原則と謳った拠
り所（“憲法”）とした上で、これに包含する形で、案件固有の契約に
個別具体的な事項をブレークダウン（“法律”）する等、整合性と網羅
性を担保した整理の工夫が望ましい。また、労働者流入のリスク（伝
染病等）について、COVID-19 が全世界中で蔓延している状況下、
これ以前の世銀の Guidance を踏襲している場合は、再度検証が必
要。（杉田委員）

165. 世銀の ESS2 ではこれまで以上に事業実施に関わる労務管理や
労働安全衛生に関する配慮が求められていることから、相手国／実
施機関が合意する契約一般条項や実施機関とコントラクター等の契
約約款に言及しつつ、Multilateral Development Bank Harmonised 
Edition の契約約款（General Conditions）への対応することを環境
社会配慮ガイドラインにおいて記載することが求められる。（村山委
員）

166. 助言 1～4：助言に異論ありません。（持田委員）
167. 世銀 ESS では労働は重要な項目の一つとして扱われているこ

とから、環境社会配慮の関係でどのような扱いがなされているのか
について、FAQ に類するカテゴリーで示すべき。（村山委員）

を含む）」や「子どもの権利」が含まれており、
労働者の安全・健康や児童労働について一定の
対応を行っている。ジェンダーに基づく暴力
は、GL「理念」に追記する方針の「ジェンダー
平等」に含まれると考えており、その旨 FAQ に
記載することを検討する。【対応済（GL）】【FAQ】

 労務管理、労総者の安全・健康、児童労働：対
象国法律、借入人と JICA の合意文書、実施機
関とコントラクターの契約で対応。労働者の安
全については、工事安全に関連するガイダンス
等も活用。【対応済（別枠組）】
ジェンダーに基づく暴力： GL とは別の枠組み
で検討中。借入人と JICA の合意文書上は一般
的な規定にて対応。【別枠組】
新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた新
たなリスクへの対応についても、対象国法律と
現行の枠組みで対応している。【別枠組】

 契約約款などを含む現行の枠組みについては、
これまでも国際開発金融機関（MDBｓ）の契約
約款も参照しつつ、JICA の契約書類を作成して
きている。

6.2 世銀 ESS3 有害廃棄
物、有害化学物質、害虫管

（助言 2）現行 GL での相応の配慮の
下、世界銀行 ESS3 に記載のある化学

168. 事業毎に原則的な JICA の要請内容を整理して、相手国に合意
させる内容を整理すべき。ESS３には、（IFC の）EHS ガイドライン

国際的な基準やグッドプラクティス（例えば、世銀
の ESS 3 ・4 の ガ イ ダ ンス ノ ー ト や 、 IFC の
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

理に係る要件の参照の要
否

物質や有害物質への対応について、対
象とする物質や基準の考え方等につい
て JICA GL への記載要否を含めた扱い
を明確にすべきとの意見があった。

よりも厳しくない基準を適用するケースについて記述があるため、
この点を認識した上で、基準適用の要否について諮問委員会で協議
して頂きたい。（黒木委員）

169. JICA GL32 ページの別紙 2 モニタリングを行う項目に関し、以
下に掲げる項目を参照しつつとあり、必ずしも記載された項目に限
定されるものではないが、大気質に関しては、最新の知見に照らし
て著しく不適切と考えられ、修正する必要がある。（鈴木委員）

170. 大気関係の項目の改訂：「環境社会配慮ガイドライン 32 頁別紙
6：モニタリング項目」に関し、WHO 大気環境ガイドライン等の世
界標準となる文書を踏まえ、適切に改訂していただきたい。
・2 月 11 日に鈴木が提出した資料では、PM（PM2.5, PM10）、対流
圏オゾン、二酸化窒素、二酸化硫黄に加え、ブラックカーボンや CO
も候補として挙げられている。
・対流圏オゾンの前駆物質として非メタン炭化水素（NMHC）も二
酸化窒素とともに関連物質として重視されている。前駆物質として
は、温室効果ガスでもあるメタンの影響も近年注目されている。
・日本の大気汚染防止法では「ばい煙」には有害化学物質・ガスも
含まれている。それらの有害物質・ガスについても、ガイドライン
から除外されないよう配慮されたい。（鈴木委員）

Environmental, Health, and Safety Guidelines）を参
照し、対応する。現行 GL で国際的な基準やグッド
プラクティスを参照することは規定されている。
【対応済（GL）】
別紙 6 モニタリングを行う項目は、GL の参考資料
であり、必要に応じて見直し、更新する。

（助言 3）病害虫管理については、農
薬管理の取り扱い方法が国により異な
る点に留意しつつ、総合的病害虫管理
（IPM/IVM）の観点から JICA GL に盛
り込むか検討すべきとの意見があっ
た。

171. 総合的病害虫管理（IPM/IVM）については時折指示書で記載され
ているが、今後、環境社会配慮に含まれるのであれば、まとまった
手法やこれまでの JICA 案件での実績を整理した参考資料を作成し
共有すべき。（黒木委員）

172. 病害虫管理については、JICA GL の項目として掲げるべき。（鈴
木委員）

現行 GL 別紙１「大気、水、土壌、事故、水利用、
気候変動、生態系及び生物相等を通じた人間の健康
と安全への影響及び自然環境への影響」が調査・検
討すべき影響の範囲に挙げられており、下線部で統
合的病害虫管理の趣旨と一致すると考えられる。
【対応済（GL）】
GL ではなく、必要に応じて参考資料（関連するセ
クターの環境チェックリスト）で対応する。

6.3 世銀 ESS４緊急事態
対応、有害廃棄物、域外労
働者の流入、保安員リス
ク、事業の影響を受ける可
能性のあるコミュニティ
安全性確保の配慮項目へ
の追加

（助言 4）工事中の安全配慮等につい
て、環境社会配慮の範疇とし JICA GL
に記載する範囲と、契約等それ以外の
方策で対応する範囲を整理したうえ
で、JICA GL への記載の要否を検討す
るべきとの意見があった。

173. JICA は、別紙 1 で「地域社会・労働者の安全・保安」の項目
を新たに設け、「保安要員の利用、あるいは、要請・黙認による当該
国の軍・警察等の関与が、地域住民・労働者の安全を侵害してはな
らない」ことを要件とするべき。（木口委員／田辺委員（NGO3 団体
意見書を委員としても提言））

174. NGO 提言では「要請黙認による当該国の軍警察等の関与が、地
域住民労働者の安全を侵害してはならない」ことを要件とするべき
と提案しており、軍警察等を完全に排除した形を想定した提案では

緊急事態対応、有害廃棄物、域外労働者の流入、保
安員リスク、事業の影響を受ける可能性のあるコミ
ュニティ安全性確保の配慮については、対象国の法
律や、GL を含む現行の枠組みにおいて既に対応し
ており、現行 GL の記載を維持する。
（理由・考え方）
 現行 GL の配慮項目には、「事故」「HIV/AIDS 等

の感染症」「廃棄物」などが含まれており、緊急
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

ない。また、世界銀行 ESS4 の para.24～27 や IFC パフォーマンス
スタンダード 4 の para.12～14 では、プロジェクトにおける保安要
員等の使用に伴い生じ るリスクに関し て要件 を規定している
JICAGL においても、人権侵害への加担を回避するべく、GL 運用上、
こうした視点が抜け落ちないよう、保安要員や軍警察等の関与に係
る文言を GL 本文に明記することが必要であると考える。（田辺委員
／木口委員）

175. 工事中の安全配慮については、FIDIC や当該国の関連法令を遵
守する事とされており、実際の EIA でもそれらについて整理が行わ
れていると認識。「コミュニティの安全」については新しい要件であ
るため、対応事例について取り纏めて関係者の理解を促進すること
が必要。環境アセスメントで取り扱う「コミュニティ」の範囲につ
いてあらかじめ例示すべき。（黒木委員）

176. 工事中の安全確保については、既往の契約図書において一定の
規定がなされている。契約において詳細な工事中の安全管理が規定
されるため ESGL 本文に改めての記載の必要はない。ただし何らか
の記載が必要であるなら、「安全対策については契約約款における規
定及び（仮）建設工事にかかる JICA 安全標準スペックに基づき、
適切に行う」のように記すことで足りる。（三宅委員）

事態対応や有害廃棄物、域外労働者の流入につ
いては周辺環境やコミュニティに重大な影響
を与える可能性がある場合、一定の対応を行っ
ている。【対応済（GL）】

 GL とは別の枠組みで以下の通り既に対応済。
【対応済（別枠組）】
域外労働者の流入、有害廃棄物：借入人と JICA
の合意文書、実施機関とコントラクターの契約
等で対応。
緊急事態対応：…計画・設計、対象国法律、借
入人と JICA の合意文書、実施機関とコントラ
クターの契約で対応。工事安全に関連するガイ
ダンス等も活用。
構造物の安全性配慮：計画策定・設計の一環と
して取り扱っている。なお、想定外の気象条件
による構造物の破壊は、現時点では、相当の仮
定や多大な誤差・曖昧さを有し、技術的信頼性
に劣る手法となると思われることに留意し、相
手国等への注意喚起にとどめる（『論点 1.6』参
照）。
保安要員：借入人と JICA の合意文書、実施機
関とコントラクターの契約で対応。現地ステー
クホルダーの参加や協議における「意味ある協
議」については、『論点 5.2』を参照。【対応済
（別枠組）、GL】
協力事業の形成・実施にあたり、相手国等によ
りプロジェクトのために雇用する保安要員や
その他の安全確保のための要員が用いられる
場合には、相手国等は予防と自己防衛目的を除
き強制力の行使を行わないよう対応すること
が必要だが、軍・警察等の扱いについては相手
国の主権にかかわることであり、GL に委員ご
提案のような要件を記載することは困難。

 ジェンダーに基づく暴力については、『論点
6.1』を参照。

（助言 5）構造物の安全性への脅威、
しかも当初の想定を超える災害等の場
合の緊急事態対策は、ハード面ならず
ソフト面でも技術協力を行うべきとの
意見があった。また、供用段階に特に
コミュニティへ影響が大きいと予想さ
れる構造物の場合には、世界銀行の緊
急対応計画を参考にした計画の作成や
実施について、JICA GL への記載の要
否を検討する必要があるとの意見があ
った。

177. 様々な専門家の投入も必要となるため、本項目の対応にあたっ
ては事例を示しつつ、環境社会配慮としての要否を諮問委員会の十
分な協議を行う必要がある。（黒木委員）

178. 必ずしも世銀と同等の緊急対応計画（emergency response 
plan: ERP）を策定することを義務化する必要はないが、供用段階に
コミュニティへの影響が大きいと予想される構造物の場合には、適
切な配慮を行う旨、JICA GL に明記することが期待される。（鈴木委
員）

179. 事業実施に伴い敷設される構造物の安全性は、気候変動要因に
よる想定外の災害等により損なわれる可能性があることから、周辺
のコミュニティを含めた緊急対応計画の策定が必要に応じてなされ
る枠組みにすべき。（村山委員）

180. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
員）

181. 方針案で JICA GL の枠外として扱うとしている部分は、FAQ に
類する文書でその旨を記載しておくこと。また、今後、気候変動を
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

要因とする災害が増大することが想定されるため、構造物の設計段
階でこの点を留意するような仕組みが求められる。（村山委員）

（助言 6）世界銀行 ESS4 ”Community 
Health and Safety”の”Health”の意図す
るところは身体的な健康だけの意味で
はなく、性的搾取・虐待及びセクシャ
ルハラスメントやジェンダーに基づく
暴 力 も 含 む ハ ラ ス メ ン ト 、 さ ら に
HIV/AIDS 以外の感染症も含めるべき
点に留意が必要。

182. ジェンダーに基づく暴力（GBV：Gender Based Violence）は
JICA のガイドライン全体を通じて明示的に示すべき課題。（織田委
員）

183. 現状の GL のアセスにおいても HIV/AIDS 以外の感染症は通常、
考慮されていると思われる（マラリア、デング熱等）。ハラスメント
や DV は、工事中の HIV/AIDS 防止キャンペーンにその内容を入れ、
周辺のコミュニティと同時に啓発活動を行う事も可能。「コミュニテ
ィへの対応」は新しく明記された分野であるため、想定されるコミ
ュニティの“対象範囲”や好事例などについて JICA 側からご説明頂
きたい。GBV については、経緯を整理してから、環境社会配慮上の
取り組みについて諮問委員会で検討する必要がある。（黒木委員）

184. 助言に異論ありません。（持田委員）
（助言 7）JICA GL での生態系サービ
ス（Ecosystem services）への影響の取
り扱いについて検討すべきとの意見が
あった。

185. 生態系サービスに依存しているコミュニティの範囲は広いと
思われるので、これまで助言委員会で議論された事例を GL・FAQ に
例示して頂きたい。（黒木委員）

186. 本来生態系サービス（ecosystems services）への影響について
検討すべきであるが、そのためには検討・評価手法について明確化
する必要がある。（鈴木委員）

187. 事業実施により周辺コミュニティが受ける生態系サービスの影
響も環境社会配慮の範囲として扱うことが求められる。（村山委員）

188. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
員）

テーマ⑦自然生息
地

7.1 世銀 ESS6 生息地区
分及び保護区の定義、リス
ク管理手法の参照

（助言 1）JICA GL においては、生態
系と生物相、自然環境、自然生息地と
いった異なる用語を用いて記載がなさ
れているため、その基本的考え方、用
語の定義を整理することが必要。また、
配慮項目として多様な生態系サービ
ス、侵略的外来種、持続可能な生物資
源の監理について言及すべきとの意見
あり。

189. 現行の JICA GL では、生物多様性保護という概念が明確に示さ
れていないため、自然環境に関する記述を抜本的に見直し、生物多
様性保護を図ることを明記すべき。（鈴木委員）

190. 生物多様性条約において、「人類の共通の関心事である」とされ
ているため、生物多様性は対象国の法令や政策、意図のみにより評
価されるべきではなく、国際的に認められる考え方と手法による評
価を担保すべき。（日比委員）

191. 気候変動と同様、生物多様性についても事業そのものによる影
響だけを議論するのではなく、全体的、総合的に地球の生物多様性
の保全に JICA が（正負に）貢献しているかという視点からの規定
検討が望ましい。（日比委員）

現行 GL 別紙１は、「生態系と生物相」を配慮項目と
しているが、開発協力大綱・ESS 6 と同様「生物多
様性」を配慮項目とする。【GL】
生物多様性の評価方法や評価基準は、運用面で IFC
等を参考にする。
ESS 4 を参考に、生態系サービスを GL2.3 の配慮
項目に追加し、コミュニティの健康と安全に影響を
及ぼす場合に（特に当該サービスに依存する先住民
族等）配慮するが、生態系サービスに依存している
コミュニティの範囲は広く、検討・評価手法が明確
とは言えないため、可能な範囲で配慮するものとす
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（助言全文は別添①参照）
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JICA方針（案）

192. 助言に異論ありません。（持田委員）
193. 「現行 GL 別紙１は、「生態系と生物相」を配慮項目としている

が、開発協力大綱・ESS 6 と同様「生物多様生」を配慮項目とする」
との方針に賛成。ただし、注釈あるいは FAQ 等で「生物多様性」の
定義を明確にすることを希望（生物多様性の保全とは絶滅危惧種の
保全である、などの不十分な理解を避けるため）。（日比委員）

194. 生態系サービスを評価・配慮項目に加えることに賛成。生態系
サービスの検討・評価手法が明確でない点は確かにあるが、「可能な
範囲で配慮する」のではなく、GL が基本的に 10 年間有効であるこ
と、当該分野での研究や実証が急速に進みつつあることに鑑み「そ
の時点で国際的に最も活用され、受け入れられている手法を用いて
検討・評価する」とされたし。（日比委員）

る。
ミティゲーション・ヒエラルキーの考え方を GL1.4
基本方針に記載する。【GL】

（助言 2）生物多様性に対する影響の
評価手順について、予防的アプローチ
に立つことを JICA GL で明確にし、評
価方法や評価基準を明確にすることが
必要。

195. 評価分析時における予防的アプローチは、プロジェクト影響を
これまでのやり方より大きく想定する考え方となるため、物理的か
つ管理範囲の面からその範囲は大きくなる。生態多様管理計画の実
施にあたって、FS 段階で予算措置を行っても実施段階で相手国に
よりその内容自体が実施されない、あるいは予算が十分に引き当て
られないこともあるため、実施段階における JICA 側による TOR の
内容、コスト、専門家の配置など十分な確認・管理が必要。（黒木委
員）

196. 生物多様性の評価手法、特に世銀が規定する「改変された生息
地（modified habitat）」における生物多様性の評価手法を明確に示す
必要がある。（鈴木委員）

197. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
員）

（助言 3）生物多様性の保全にあたっ
ては、ミティゲーションヒエラルキー
の考え方、特に回避を最優先すること
を明確にすべき。

198. 助言に異論ありません。（持田委員）
199. ミティゲーションヒエラルキーという語は基本概念なので、GL

に追加すべき。（村山委員）

（助言 4）生物多様性オフセットは、
ミティゲーションヒエラルキーの最終
手段であることを強く認識し、導入の
可能性を慎重に検討すべきであるとの
意見と、支援対象国のモニタリングキ
ャパシティーの懸念から導入困難性を

200. 生物多様性オフセットについて、支援対象国のモニタリングキ
ャパシティへの懸念がある場合、そのモニタリングに耐え得る知見
や技能を習得出来る様な経済的教育的な支援施策を提供することも
必要。制度として生物多様性オフセットが実在する限り、それが抑
制的に運用されるにせよ、その導入を実現するための道を用意して
おくことも求められる。（杉田委員）

生物多様性オフセットは、ミティゲーションヒエラ
ルキーの最終手段であるとの認識の下、実施する場
合は世銀や IFC の運用を参考に、現地ステークホル
ダーの参画及び現地に精通する専門家の助言を得
て取り組む。
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

指摘する意見があった。 201. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
員）

（理由、考え方）
 ミティゲーションヒエラルキー（回避、最小化、

緩和、代償）に沿った検討を行い、それでも重
大な影響が残存する場合には、代償の一環とし
て生物多様性オフセットの実施を検討する。

 実施方法は世銀や IFC 等の事例を参考に都度個
別案件で検討する。まずは試行的実施を通じた
体制整備を目指すことを想定。

（助言 5）世界銀行 ESS6 で採用され
た生息地区分を導入することについ
て、生息地の定義を明確にした上で、
実施すべき。

202. 「重要な生息地」を特定する上では、事業における生物調査の
限界を鑑み、Key Biodiversity Area (KBA)など国際的に確立された手
法に基づくデータベース等を活用することで、予防的アプローチを
取るとともに、費用効果の高い調査・評価を実施すること。（日比委
員）

203. データベースに加えて、保全生物学や調査・保全手法（例えば、
エッジ効果、ドローンの活用、遺伝子バーコーディング、民間セク
ター参画に基づく生物多様性オフセットなど）における進歩が著し
いことに留意。（日比委員）

204. 「重要な生息地」を特定する上で、絶滅危惧種は重要な指標と
なるが、一方で生態系を形成し、機能させているのは絶滅危惧種だ
けではないことに鑑み、特に地元コミュニティが享受する生態系サ
ービスについても十分な影響評価を含めるべき。（日比委員）

205. 生態系サービスに加えて、生物多様性条約では生物多様性とジ
ェンダー、先住民族（特に伝統的知識）の関係性も生物多様性保全・
持続的利用上の重要なアジェンダと捉えている。GL（および見直し
論点）では、生物多様性の持つ社会側面は、「生態系・生物多様性」
の議論とは切り離されてきたが、途上国における人口増加傾向や生
態系の開発圧力の増加など、人間と自然の関わり度合いが高まって
いることを受け、見直し GL では分けて対応するのではなく、総合
的・統合的なアプローチを模索すべき。（日比委員）

206. 世銀 ESS6 にある生息地区分の導入については相手国の生息地
の状況が十分に把握されていることが前提であることから、こうし
た情報が十分に得られない場合は区分の導入は慎重に進めた方がよ
い。（村山委員）

207. 助言に異論ありません。（持田委員）
208. 7.1 に係る重要な自然生息地の特定には、KBA 等、国際的認知

世銀 ESS6 にある改変された生息地、自然生息地の
区分を GL に導入するかについては、世銀の運用を
引き続き確認し、今次改定では導入せず、今後の継
続検討の課題とする。

（理由、考え方）
 これらの生息地（改変された生息地、自然生息

地）の導入には、相手国等の事業対象地及び周
辺の状況が十分に把握されていることが前提
であるが、こうした情報が十分に得られない場
合が多く想定される。

 運用面で、国際機関等が発表する情報を参考
に、事業対象地またはその周辺に自然生息地に
該当する可能性のある地域が存在し、事業の影
響が及ぶ可能性がある場合は、これに留意して
可能な限り環境影響調査において影響評価と
緩和策の立案を行う。なお、重要な自然生息地
については現行通り慎重かつ丁寧な対応を行
う。
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

された手法やデータベースの活用を明記するなどし、確立された国
際的な評価を認知し取り入れることで、調査や検討、評価を効率化
するとともに、より明示的に国際的な価値への貢献・配慮を担保す
るよう改定すべきである。（日比委員）

（助言 6）プライマリーサプライヤー
への対応について、実現可能な範囲で
JICA GL に含めることができないか検
討するべきとの意見があった。

209. 実際の対応時期・対応方法案についても諮問委員会で協議して
頂きたい（例：天然資源とは何を指すのか、一次供給者の環境社会
面の評価・検証方法は実施段階で行うと思われるが、誰が実際に行
い、誰に報告するのか等）。（黒木委員）

210. コントラクターが、砂利や木材などの資材がプライマリーサプ
ライヤーにより環境に影響が少ない方法で取得されたものであるか
までチェックすることには権限、費用、ノウハウ等から問題があり、
コントラクターにおいて実施することは困難。従ってもし GL にお
いて記載が必要ならば、「プライマリーサプライヤーの資材調達に関
し、環境社会配慮の観点から必要となる場合、調達先及び取得方法
等について入札図書において正確に指定し、適切な資材価格を見込
むことが必要である。」のように記載するべき。（三宅委員）

211. 助言 6～7：上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えま
す。（持田委員）

世銀の運用を引き続き確認し、今次改定では導入せ
ず、今後の継続検討の課題とする。

（理由、考え方）
 世銀 ESS 6 の運用は、生息地区分について相手

国等の状況が十分把握されていることが前提
であるが、こうした情報が十分に得られない場
合が多く想定される。

 調達先及び取得方法等について案件形成段階・
入札図書で正確に指定し適切な資材価格を見
込むことの可否について慎重な検討が必要で
あり、世銀の対応状況を注視。

7.2 保護区では事業を実施
しない案件から、生息地区
分に基づいた事業実施へ
の変更の要否

（助言 7）JICA GL の「保護区取り扱
い規定」について、一律に事業実施を
回避するのではなく、保護区指定目的
に合わせた相手国の法規制及び管理計
画に沿って事業実施を判断することが
適切であり、生物多様性保全の観点か
ら は 、ESS 6 で 重要 な自 然生 息 地
（Critical Habitat）に分類された地域で
事業を実施しない、または当該生息地
の事業実施条件を遵守することで保全
を図ることが肝要との意見があった。
なお、重要な自然生息地の判断を明確
にできるかの実務上の懸念、該非判断
の簡便さをあわせて保護区取り扱い規
定の変更可否の検討が必要

212. 保護区取り扱い規定について、先方政府からの要請に応じて、
一律に事業実施を回避するのではなく、その指定目的に合わせた相
手国の法規制、及び管理計画に沿って事業実施を判断することが適
切。世界銀行の環境社会基準（ESS）で採用された生息地区分に基
づいた事業実施可否基準や、JICA 及び他援助機関のプラクティス
を参考にしつつ、ルールメイキングするべき。（石田委員）

213. 保護区の目的や現状の機能を調査した上でフレキシブルに判断
することが望ましい。案件採択時、特に KBA について重要な生息地
か否かの判断を暫定的に行うことで専門家配置、投入 MM、コスト
が考慮される仕組み作りを検討して頂きたい。そうでないと調査の
コスト、精度、全体のスケジュールに大きな影響を及ぼすこととな
る。（黒木委員）

214. ロジックとして現行ガイドラインよりも新ガイドラインが、自
然環境・生物多様性の保全を緩和・（ダイリュージョン）逆行するこ
とがないようにする。（日比委員）

215. 現行GL では、より制約条件が強い保護区要件によって「保護区
内にある重要な生息地」は、原則事業実施対象地から除外されるこ

現行 GL では、「プロジェクトは、原則として、政府
が法令等により自然保護や文化遺産保護のために
特に指定した地域の外で実施されねばならない」と
あるが、保護区の指定目的、現状の置かれた状況は
様々であり、一律に事業実施を回避するのではな
く、その指定目的に合わせた相手国の法規制及び管
理計画に沿って事業実施を判断する。【GL】

（理由、考え方）
 保護区の指定目的、現状の置かれた状況は様々

であり、一律に事業実施を回避するのではな
く、その指定目的に合わせた相手国の法規制及
び管理計画に沿って事業実施を判断すること
が適切。

 GL では、生物多様性の保全の観点から保全価
値の高い地域は重要な生息地として扱ってお
り、その対応は維持する。



12

テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

とで保護されてきたことに留意し、見直し後においても、少なくと
も法的保護下にある「重要な生息地」の保護水準が下がることは無
いようにするとともに、法的保護下にはない「重要な生息地」の保
護水準が高まる見直しとすることで、生態系・生物多様性保護の論
理的な弱体化を回避、むしろ強化する必要がある。「保護区要件」の
撤廃は、よほど明確に効果的な追加策を同時に導入しなければ、国
際的に批判の的となる可能性に留意。（日比委員）

216. 一方で、主に途上国においては、新規保護区の指定や拡張とと
もに、逆に保護区の指定解除やダウングレード、ダウンサイジング
（PADDD）の動きもあることにも十分留意（すなわち、保護区であ
ることだけに依拠する保全規定でも不十分）。（日比委員）

217. 助言 7-9 に関連して保護区の扱いについては、世銀 ESS6 で示
されている重要な自然生息地（Critical Habitat）が客観的に特定され
ていることが前提であると考えられる。一方で、相手国においては
こうした情報が十分でない可能性があることから、第一段階では相
手国の法制度に基づく保護区も参照したうえで重要な生息地を評価
し、制度上の保護区で事業を実施しようとする場合の要件について、
現行の FAQ をもとに基本的な考え方をガイドライン本文に記載す
ることが求められる。（村山委員）

218. 保護区に係る「一律に事業実施を回避するのではなく、その指
定目的に合わせた相手国の法規制及び管理計画に沿って事業実施を
判断する」との方針は、第６回諮問委員会において″これは従来の
GL における保護区に関する扱いからの変更である″と JICA から説
明された。現状では、この改定方針には反対する。（日比委員）

219. 保護区に係る規定の改定方針（実質的に保全して現行 GL のい
わゆる保護区規定が、どのように開発効果の毀損につながったのか
具体的な事例を交えて示し、保護区における事業実施を実質的に緩
和する根拠を示されたい。（日比委員）

 『保護区での事業実施を“原則”行わないこと』
とすることで、①現地の法規制及び管理計画に
沿っており、また、実際の生物多様性の保全価
値が必ずしも高くない場合であっても、現地の
法規制では許容されるものの、GL の要請に基
づいて同保護区を回避する事業計画に変更す
ることで追加的な開発コスト等が生じる（開発
効果の毀損）、②保護区を回避する検討のため
に調査コストが追加的に生じる（追加的な行政
コスト）ことがあり得る。今次提案により保護
区の従来の取り扱いに付随する上記のコスト
を低減する一方、重要な生息地に関する従来の
対応は維持することにより、生物多様性保全に
向けた配慮の質は担保される。

（助言 8）これに対して大多数の委員
からは、対象範囲等を明確に判断でき
る保護区取り扱い規定並びに同規定に
係る FAQ を現状どおり維持すること
が、生物多様性の保全の観点から必要
であるとの意見が表明された。

220. 助言に異論ありません。（持田委員）

（助言 9）保護区取り扱い規定と生息 221. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

地区分に基づいた事業実施可否の判断
は補完的要素があることから、両者を
改善することで保全効果、開発効果の
双方を高められる方法を取り入れるべ
きとの意見があった。また、その実施
においては発言力が限定されがちな地
域住民の意見をよく聞くことが重要と
の意見があった。

員）

テ ー マ ⑧ 住 民 移
転、先住民族

8.1 世銀 ESS5 Annex1 の
住民移転計画の構成要素
の参照

（助言 1）架空送電線や地下埋設物の
ように、土地利用の阻害あるいは制限
に起因して財産価値を毀損するような
場 合 に 対 す る 補 償 に つ い て 、 世 銀
ESS5 の生計損失に対する補償や日本
等第三国を参考として検討すべき。

222. このような補償を行うのであれば、地上権、地下権などの事例
（補償単価等）について JICA 側で事例を整理して、FAQ・カテゴリ
B 執筆要領等で例示すべき。（黒木委員）

223. 助言に異論ありません。（持田委員）

生計手段の喪失については、現行 GL の記載を維持
する。【対応済（GL）】
財産価値の毀損に対する補償は、日本や第三国の事
例を参考に運用面で可能な範囲で対応する。

（理由、考え方）
 財産価値の毀損に対する補償は、世銀 ESS に

は記載がなく、個別事業の運用面で可能な範囲
で対応されている。

（助言 2）不動産市場が機能または未
発達の場合の再取得価格の算定基準を
明らかにするよう検討すること。また、
移行期間における補償の在り方や、資
産調査結果の被影響住民への書面での
手交と同意文書取り交わしの義務付け
を検討すべきとの意見があった。

224. 非自発的住民移転及び生計手段の喪失にかかる移転・補償対策
の合意形成にあたり、資産調査結果が対象者に手交されなくてはな
らない。また、移転及び補償にかかる合意書の内容を対象者が理解
していなければならず、合意書は対象者に速やかに手交されなくて
はならない。（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員として
も提言））

225. 非自発的住民移転及び生計手段の喪失にかかる補償の基準は公
開され、一貫性をもって各損失資産に適用されなければならない。
また、補償の算出根拠は文書化され、公開されなくてはならない。
（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

226. 再取得価格の算出根拠やその基準額の公開について NGO が指
摘している問題意識は、RAP に一般的な補償方針や算出根拠（例え
ば、「市場価格に基づく」乃至「査定評価額に基づく」等）が記載さ
れていたとしても、具体的な単価数値について透明性が確保されな
い場合に、不適切な補償交渉や汚職不正の温床となりかねないとい
う点にある。各事業現場での公正な補償交渉を促すとともに、汚職
不正を回避するためには、何らかの形で具体的な補償の単価数値の
透明性が確保されている必要があると考える。したがって、この点

非自発的住民移転の被影響住民に対する補償や支
援の対応は以下のように行う。
 資産調査結果の提供は、世銀 ESS ガイダンス

ノートに「個々の被影響住民の資産の補償が計
算された際には、その結果を被影響住民に提供
し説明する」とあることを参考に FAQ に記載
する。【FAQ】

 移転及び補償にかかる合意書については、手交
可能性を検討中。

 世銀 ESS 5 で、土地や資産に対する補償に加え
て、移行期間中の損失や費用への補償を対象と
しており、個別案件の補償の検討において参照
する。

 ジェンダー配慮は、女性が特に負の影響を受け
やすい要因の有無を個別案件で都度確認し、社
会的弱者への配慮の一環として対応する。

 世銀 ESS５にあるとおり、補償基準は公開され
一貫して適用される必要があり、補償基準に沿
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

について GL 本文で明記する、あるいは、GL 運用にあたって JICA
担当者向けマニュアル等による注意喚起がなされるべきであると考
える。（田辺委員／木口委員）

227. 物理的及び経済的移転が回避できない場合には、対象者が以前
の生活水準や収入機会、生産水準において改善又は少なくとも回復
できるよう、「移行期間中の支援」が行われなくてはならない。（木
口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

228. 移転・補償対象者に対する合意形成及び移転・補償措置の実施
前に、住民移転計画の最終版が作成、公開されていなければならな
い。（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員としても提言））

229. 例えばティラワ SEZ 開発事業（ZoneA 開発）では、住民移転計
画ドラフト版全文公開前に一部の補償支払いが行われ、また住民移
転計画の最終版が完成する前に移転が行われた。JICA 専門家が入り
策定されたインドラマユ石炭火力においても、土地収用計画のドラ
フト版及び最終版の公開前に地権者への土地補償支払いが開始され
た。したがって、GL 運用上、こうした視点が抜け落ちないよう、別
紙 1 の非自発的住民移転 4 において、「大規模非自発的住民移転が
発生するプロジェクトの場合には、＜移転補償が行われる前に＞住
民移転計画が、作成、公開されていなければならない。」と改訂する
べきである。（田辺委員／木口委員）

230. 現地側と GL で補償方針（算定額、エンタイトルメントマトリ
クス等）に過去の案件でギャップがあらかじめ判明している場合は、
JICA の TOR ミッション等の現地政府と JICA との協議の場で JICA 
GL にしたがう旨合意しておくべき。（黒木委員）

231. 助言 2～3：上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えま
す。（持田委員）

って個々の被影響資産の補償の計算結果は被
影響住民に提供し説明されるべきである。
補償基準の公開と一貫した適用を担保するた
め、移転補償の前に住民移転計画が作成され、
被影響住民に提示されるべきである。
ESS５を参考に以上を FAQ に記載する。【FAQ】

（助言 3）住民移転計画の作成と実行
にあたっては、特に負の影響を受けや
すい女性の視点と関心が含まれるよう
な配慮を行うべきとの意見があげられ
た。苦情処理における社会的弱者配慮
の必要性、法的・慣習的権利を有さな
い住民の移転における法的権利等の認
められた家屋提供支援の検討。

232. ESS5 では、配慮の例として、土地所有名義や補償金の支払い
にあたり夫婦名義を可能にすること、女性が土地所有権と認められ
ないなどの場合は別の補完的措置をとること、職業訓練、就業機会
支援におけるジェンダー配慮の必要性を挙げている(para20 注 18)。
このような具体的な方法は FAQ などで紹介することで、配慮しや
すくなる。（織田委員）

233. 住民移転計画の作成と実行に当って、特に負の影響を受けやす
い女性の視点と関心が含まれるような配慮が必要、との助言に関し
て、ここで敢えて「女性」がハイライトされている具体的な背景、
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

趣旨をより良く理解しておきたい。また、住民移転計画・生計回復
支援事業の被支援国における事後評価やアウトカムの調査は、本計
画の継続的な運用のためにも、妥当な質と量の支援を担保する上で
必須である。（杉田委員）

（助言 4）経済的移転への対応に関し
て、ESS5 に多くの記載があることか
ら、JICA GL における取り扱いを整理
することが重要との意見があった。

234. 住居や耕作地、商業施設などの物理的な施設の移転のみならず、
事業実施により生計手段の変更を迫られる人々への配慮も本ガイド
ラインの範囲に含めることが求められる。（村山委員）

235. 助言に異論ありません。（持田委員）
236. 現行 GL 別紙１では「非自発的住民移転」の項目の中に「生計

手段の喪失」が置かれている。住民移転がなくても生計手段への影
響がありうることから、見出しを含めて検討すべき。（村山委員）

現行 GL 別紙 1 で生計手段の喪失への対応が定めら
れているため、これを維持する。運用面では世銀
ESS 5 を参考にする。

（助言 5）住民移転計画・生計回復支
援事業のモニタリングや事後評価にお
いて、住民にとっての満足の度合い等
を含むアウトカムを調べることができ
ないかとの意見があった。

237. 事後評価で第三者が案件全体の評価と合わせて調査をするのは
良い考え。（黒木委員）

238. 住民移転計画・生計回復支援事業については、事業の実施主体
が借入人と異なる場合があることから、確実に計画が実施されたか
フォローアップが重要。そのための監視・モニタリング計画をきち
んと作成する必要がある。また、監視・モニタリングに際しては、
住民の満足度調査を実施することが望ましい。（鈴木委員）

239. 上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えます。（持田委
員）

個別事業のモニタリング、事後評価の一環として住
民移転計画・生計回復策の適切な実施の確認を行っ
ている。

8.2 先住民族の呼称につい
て Indigenous 
Peoples/Sub-Sahara 
African Historically 
Underserved Traditional 
Local Communities を 参
照することの要否

8.3 FPIC (Free, Prior and 
Informed Consent) の定義
の参照

8.4 先住民族配慮計画の構
成要素の参照

（助言 6）先住民族の呼称については、
世銀 ESS に倣うことよりも、本来配慮
すべき範囲との間に差異が生じないよ
うに留意すべき。

240. 助言 6～7：助言に異論ありません。（持田委員） Sub-Sahara African Historically Underserved 
Traditional Local Communities という呼称も必要に
応じて使用可とする。
プロジェクトが先住民族に影響を及ぼす場合、
「Free, Prior, and Informed Consent」（仮訳：自由
な事前の十分な情報を伝えられた上での合意）を要
件とする。【GL】
先住民族計画は、ESS 7 を参照し作成する。

（理由、考え方）
 呼 称 に つ い て は 、 過 去 の ア フ リ カ 案 件 で

Indigenous Peoples という用語の使用に懸念を
示されたことがあるため、世銀 ESS 7 の呼称も
必要に応じて使用可とする。

 「Free, Prior, and Informed Consent」（仮訳：

（助言 7）FPIC については、世界銀行
ESS7 の定義の通り「Free, Prior, and 
Informed Consent」（仮訳：自由な事前
の十分な情報を伝えられた上での合
意）を参照すべきとの意見があった。
また、「合意」と見なす判断基準の整理、
先住民族配慮では影響を受ける先住民
族に対する十分な情報提供等、合意形
成プロセスが適切に実施されているか
確認することが必要。

241. 世 界 銀 行 ESS7 の 定 義 の 通 り 、 Free, Prior, and Informed 
Consent: FPIC を（仮訳：自由な事前の十分な情報を伝えられた上
での合意）とすべき。また、自由と十分な情報へのアクセスにはジ
ェンダー格差がありうることから、合意形成プロセスを確認するに
当たっては、ジェンダー視点を取り入れることが必要。（織田委員）

242. プロジェクトが先住民族に影響を及ぼす場合、「十分な情報が提
供された上での自由な事前の合意（FPIC）が得られていなければな
らない」ことを要件とするべき。（木口委員／田辺委員（NGO3 団体
意見書を委員としても提言））

243. IP が認められる地域への影響を与えないように事業予定地とし
て避ける事が検討される事が多いが、一方では IP 側のインフラ整備
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テーマ 論点
包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

のニーズは高いケースもある。このため、案件開始前に貴機構でこ
のようなニーズ把握を行った上で、調査を開始し、事業予定地の決
定、合意プロセスと進む方がよいケースもある。（黒木委員）

244. 事業の影響範囲に先住民族が居住する場合には、原則として先
住民族配慮計画（IPP）の作成を求めて、計画を策定しない場合には
代替としての配慮事項を整理することをガイドラインに記載するこ
とが求められる。（村山委員）

245. （助言７，８について）この箇所については、GL や FAQ での
扱いが不明なので、少なくとも FAQ で具体的な内容を例示した方
がよい。また、FPIC に基づき「合意」を要件とする場合は、合意の
内容について具体化すべき。その際、世銀 ESS7 25、26 を中心に参
照することが望ましい。（村山委員）

自由な事前の十分な情報を伝えられた上での
合意）の具体的な内容については、世銀 ESS 7
を参考に FAQ での例示を検討する。【FAQ】

（助言 8）先住民族配慮計画（IPP）は
取り組んだ事例が少ないことから、適
切に配慮するために現地のリソースの
活用等を通じて同計画の構成要素を確
保するよう検討すること。IPP 策定に
おいてジェンダーの視点、伝統的意思
決定等の固有要因の尊重・考慮が重要
との意見があった。

246. IPP の JICA での事例は多くないため、諮問委員会で実績を説明
して頂きたい。また、他ドナー案件では非インフラ案件でも IPP が
作成されている事例もあるため、WB や ADB の事例も併せて整理し
て頂き、諮問委員会で説明すべき。（黒木委員）

247. 先住民族計画(IPP)は、その概念を拡げて脆弱な地域住民計画
（VPP）とし、先住民族だけでなく、子供、女性、老人、障害者の
ような地域社会において脆弱な人たちも対象にすべき。（鈴木委員）

248. 先住民族配慮計画（IPP）に関し、基本的に、脆弱な地域住民
（vulnerable local people）への配慮計画（VPP）とし、必ずしも先
住民（indigenous people）だけでなく、必要に応じ、その地域に暮
らす脆弱な人々（子供、障害者、老人、女性等）への影響を検討す
る計画（文書）を作成する旨 JICA GL に明記すべき。（鈴木委員）

249. 助言 8～9：上述の視点で適切な改定案を議論したいと考えま
す。（持田委員）

8.5 世銀 ESS8 無形文化遺
産の配慮項目への追加

（助言 9）無形文化遺産を配慮項目に
加えることに異論はない。有形文化遺
産を含め、国際的に認知された遺産の
みならず、相手国・地域にて重視され
ている文化遺産への配慮、住民による
慣習的な利用を制限せず、住民への利
益分配等の配慮、また文化財について
住民間の民族、言語、宗教上の価値観
が異なる場合への慎重な対応、秘密保

250. 具体的な事例と対応方法について事例を検討した上で GL に盛
り込むべき内容であると考える。環境社会配慮専門家の範疇を超え
るため、重要な文化財への影響が予定される場合は、調査時、実施
段階において文化財専門コンサルタントを別途配置すべきと考え
る。諮問委員会の理解促進のため、文化財専門家が JICA 調査で従
事した事例を説明して頂きたい（例：エジプト国カイロ鉄道など）。
（黒木委員）

無形文化遺産の扱いについては、世銀の運用を引き
続き確認し、運用面で可能な範囲で配慮を行う。現
時点で、世銀の事例は確認されていない。
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包括的検討における助言（概要）

（助言全文は別添①参照）
諮問委員からのご意見（概要）
（ご意見全文は別添①参照）

JICA方針（案）

持が必要な場合の対応についても検討
すべきとの意見があった。

251. 助言委員会の運営の見直し予定、第 5 期助言委員会での過去の
助言の分析の報告、GL 改定により追加となる分野の助言委員の配
置。（黒木委員）

252. 世銀 ESF、包括的検討を踏まえ、多様な項目が現行 G に加え調
査・分析される必要が生じる。これを現状のスケジュールの中でク
オリティを確保し、具現化していくかが課題。（黒木委員）

253. 新型コロナウイルス感染症のように、疾病の広がりにより環境
社会配慮で求められる調査やステークホルダー協議に一定の制約が
生じる場合を GL で扱うことが望ましい。（村山委員）

254. 諮問委員会のプロセスでは、各論点に対して網羅性を確保した
議論が重要。（木口委員／田辺委員（NGO3 団体意見書を委員として
も提言））

左記のご意見は、各論点に関する JICA 方針（案）
の検討にあたり、参考にさせていただく。


